
4 0

軽自動車税
■軽自動車税（ 種別割）

　 毎年４ 月１ 日（ 賦課期日） 現在、 原動機付自転車、 軽自動車、 小型特殊自動車、 ２ 輪の小型自動車を所

有し ている 人に課さ れる 税です（ 月割り はあり ま せん。）。

　 ただし 、 所有権留保付割賦販売の場合は、 買主が所有者と みなさ れま す。

　 ※　 軽自動車に属する 被けん引車は、 車輪数に応じ て税率が異なり ま す。

■税　 率（ 年税額）

●３ 輪・ ４ 輪以上の軽自動車

　 自動車検査証に記載さ れている「 初度検査年月」 ＊1に応じ た税率が適用さ れま すが、 環境負荷の大き さ

によ り 軽課又は重課の特例措置がと ら れていま す。

）照参１図ジーペ44（。すで目項す示を月年たけ受を定指の号番両車てめ初は」月年査検度初「　1＊

【 重課（ 環境負荷の大き い車両に対する特例措置）】

　 初度検査年月から 13年を経過し た車両は重課後税率（ 表１ 右）が適用さ れま す。

　（ 動力源又は燃料機関の燃料が電気等の車両及び被けん引車は除き ま す。）

【 軽課（ 環境負荷の小さ い車両に対する特例措置： グリ ーン化特例）】

　 表２ の要件を満たす車両は、 令和６ 年度の１ 年分に限り 、 軽課後税率が適用さ れま す。

＊2　 ３ 輪の軽自動車は、 自動車検査証の「 用途」欄に記載さ れている「 乗用」又は「 貨物用」の区分と 、 適

用さ れる 燃費基準の達成割合に応じ て税率を軽減し ま す。

 表１

初度検査年月 平成27年４ 月以降
平成23年４ 月～

平成27年３ 月

平成23年３ 月以前

（ 重課） 

３ 輪 3,900円 3,100円 4,600円

４ 輪

以上

営業用 6,900円 5,500円 8,200円

自家用 10,800円 7,200円 12,900円

営業用 3,800円 3,000円 4,500円

自家用 5,000円 4,000円 6,000円

 表２

初度検査年月 令和５ 年４ 月～令和６ 年３ 月

車種

（ 排出ガス基準）

ガソ リ ン 車・ ハイ ブリ ッ ド 車
電気軽自動車

天然ガス軽自動車

平成21年排出ガス基準

NOx10％以上低減

又は

平成30年排出ガス基準適合

平成17年排出ガス基準75％低減達成車（ ★★★★）又は

平成30年排出ガス基準50％低減達成車（ ★★★★）

燃費基準

令和12年度燃費基準

70％達成車かつ

令和２ 年度燃費基準

達成車

令和12年度燃費基準

90％達成車かつ

令和２ 年度燃費基準

達成車

３ 輪＊2 3,000円 2,000円 1,000円

営業用 5,200円 3,500円 1,800円

自家用

グリ ーン化特例の対象外

2,700円

営業用 1,000円

自家用 1,300円
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●原動機付自転車・ ２ 輪の軽自動車等
 表３

車両区分 税率 総排気量 定格出力

2,000円

50cc以下

0.6kw 以下

0.6kw 以下

原動機付自転車

2,000円

50cc超90cc以下 0.6kw 超0.8kw 以下2,000円

2,400円 90cc超125cc以下 0.8kw 超1.0kw 以下

ミ ニカー（ ３ 輪以上）

特定小型

一般

＊3 3,700円 20cc超50cc以下 0.25kw 超0.6kw 以下

軽２ 輪車（ 側車付を 含む） 3,600円 125cc超250cc以下

２ 輪の小型自動車 6,000円 250cc超

小型特殊自動車
農耕作業用 2,000円

その他 5,900円

その他（ スノ ーモービ ル等） 3,600円

＊3　 次のいずれかの場合、 ミ ニカーには該当し ま せん。

・ 車室を備えず、 かつ輪距が50cm 以下のも の

・ 側面が構造上開放さ れている 車室を備え、 かつ輪距が50cm 以下の３ 輪のも の

・ 特定小型原動機付自転車に該当する も の

■申　 告

　 取得し た場合又は申告事項に異動があっ た場合は15日以内、 廃車又は譲渡し た場合は30日以内に申告

し てく ださ い。

＊4 原動機付自転車と 小型特殊自動車の手続は、 ど の市税事務所・ 市税分室でも 行えま す。

※  盗難にあった場合は、 警察署及び担当窓口へ届け出て手続をし てく ださ い。 手続をさ れないと 税が

課さ れる こ と があり ま す。

　 申告には、 次の書類等と 、 届出をさ れる 方の本人確認書類（ マイ ナンバーカード 、 運転免許証等） の

提示が必要です。

〈 申告に必要な書類等〉

区　 　 分 書　 類　 等

原動機付自転車

小型特殊自動車

購入 販売証明書、 住所を証明するもの

譲受
譲渡証明書、 廃車申告受付書〔 廃車申告をし ていない場合は標識（ ナンバープレ ー

ト ）と 標識交付証明書〕、 住所を証明する も の

廃車 標識（ ナンバープレ ート ）、 標識交付証明書、 軽自動車税（ 種別割）の領収証書

※ ２ 輪の軽自動車・ ２ 輪の小型自動車及び３ 輪・ ４ 輪以上の軽自動車については、 上記〈 申告先〉へお

問い合わせく ださ い。

〈 申告先〉

区　 　 分 申 告 先 所 在 地・ 連 絡 先

原動機付自転車

小型特殊自動車

市税事務所市民税課管理係

市税分室管理担当＊4

所在地は76ページ、 直通電話番号

は67ページを参照し てく ださ い。

２ 輪の軽自動車

（ 125㏄を 超え250㏄以下のも の）

２ 輪の小型自動車

（ 250㏄を 超える も の）

関東運輸局神奈川運輸支局

川崎自動車検査登録事務所

川崎区塩浜３ 丁目24番１ 号

電　 話  050-5540-2036

Ｆ Ａ Ｘ   044-276-0204

３ 輪・ ４ 輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会

神奈川事務所

横浜市都筑区佐江戸町字宮田770番1

電　 話  050-3816-3118

Ｆ Ａ Ｘ   045-532-8072
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■納付の方法と 納付期限

　 納税通知書によ り 納期限ま でに納めていただき ま す。

■自賠責保険（ 共済）

　 250㏄以下のバイク（ 特定原動機付自転車を含む） にも 自動車損害

■特定小型原動機付自転車

賠償責任保険（ 自賠責保険） 又は自動車損害賠償責任共済（ 自賠責

共済） への加入が法律で義務付けられています。 損害保険会社、 代

理店（ バイク店、自転車店、 農協、 郵便局、 一部コンビニなど）でお申

し 込みください。

　 自賠責保険（ 共済）の補償は他人を死傷さ せるなどの人身事故に限

られます。

■軽自動車税（ 環境性能割）

　 ３ 輪・ ４ 輪以上の軽自動車（ 新車・ 中古車は問いま せん）を取得し た場合、 取得価格に表４ に示す税率

を乗じ た額が課税さ れま す。 取得価格が50万円を超える も のに限ら れま す。

　 当分の間、 神奈川県が賦課徴収を行いま す。
 表４

区　 　 分
税率

自家用 営業用

電気軽自動車、 天然ガス軽自動車（ 平成30年排出ガス基準適合又は平成21年

排出ガス基準10％以上低減） 非課税 非課税

ガソ リ ン車、

ハイ ブリ ッ ド 車

【 排出ガス基準】

（ ★★★★）
＊5

令和12年度燃費基準80％以上達成＊6

令和12年度燃費基準70％以上達成
＊6

＊6

１ % 0.5%

令和12年度燃費基準60％以上達成
２ %

１ %

ガソ リ ン車・ ハイ ブリ ッ ド 車　 　 上記以外 ２ %

電気軽自動車、 燃料電池軽自動車、 天然ガス軽自動車（ 平成30年排出ガス基準

適合又は平成21年排出ガス基準10％以上低減） 非課税 非課税

ガソ リ ン車、

ハイ ブリ ッ ド 車

【 排出ガス基準】

（ ★★★★）
＊5

令和４ 年度燃費基準105% 以上達成

令和４ 年度燃費基準達成

令和４ 年度燃費基準95% 以上達成

１ % 0.5%

２ %
１ %

ガソ リ ン車・ ハイ ブリ ッ ド 車　 　 上記以外 ２ %

＊5　（ ★★★★） は、 平成30年排出ガス 基準50% 以上低減、 又は平成17年排出ガス 基準75％以上低減達成

車を表し ま す。

＊6　 こ れら のう ち、 令和２ 年度燃費基準以上の車両に限定さ れま す。

　 　 環境性能割について詳し いこ と は、 神奈川県ホームページでご案内し ていま す。

　 　 https://w w w .pref.kanagaw a.jp/zei/kenzei/a001/b015/index.htm l

　 原動機付自転車のう ち、 外部電源によ り 供給さ れる 電気を動力源と する も のであって、 以下の要件全

てに該当する も のは、 特定小型原動機付自転車（ いわゆる 電動キッ ク ボード 等） と 定義さ れま し た。 令

和６ 年度から 、 新たな区分と し て課税さ れま す。

・ 原動機の定格出力が0.6kw 以下である こ と

・ 長さ 1.9m 以下、 幅0.6m 以下である こ と

・ 最高速度が20km /h以下である こ と

https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b015/index.html
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Q&A 軽自動車税（ 種別割）

Q

☆転入の際の原付バイ ク の手続は？

　 わたし は、原付バイ ク を所有し ていますが、こ の度、横浜市から 川崎市へ引っ 越し てきまし た。

何か手続が必要なのでし ょ う か。

　 わたし は、 原付バイクを ４ 月27日に廃車しまし たが、 ５ 月になって軽自動車税（ 種別割）の納税通

知書が送ら れてきまし た。 現在はバイクを所有し ていないのですが、 こ れは納めなければなら ない

のでしょう か。 もし 納めなければならないとし ても 、 全額納めなければならないのでしょう か。

A 　 軽自動車税（ 種別割）は、 軽自動車等の定置

場がある市町村で課税さ れます。

　 し たがっ て、 川崎市で引き 続き 原付バイク

を 使用する 場合は、 横浜市のナン バープレー

ト をはずし て返却 ( 廃車 ) し た後、 川崎市で登

録の申告を し て、 新し いナン バープレ ート の

交付を受けなければなり ません。

　 なお、 横浜市で廃車の手続を 行っ ていない

場合には、登録の申告の際に横浜市のナンバー

プレート 、 標識交付証明書が必要になり ます。

A 　 軽自動車税（ 種別割）は、 ４ 月１日（ 賦課期日）

に原動機付自転車（ 原付バイク ）、 軽自動車、

小型特殊自動車、 ２ 輪の小型自動車を所有し て

いる方に年額で課税されます。

　 し たがって、 あなたの場合は、 ４ 月１ 日に原

付バイクを所有し ていたので、 ４ 月27日に廃車

をし ても、 １ 年分の軽自動車税（ 種別割）を全額

納めていただく ことになります。

　 なお、 原付バイクを廃車し た場合は、 市税事

務所・ 市税分室で、 必ず手続をし てく ださい。

Q

☆原付バイ ク を廃車し た場合の税金は？
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Q&A 軽自動車税（ 種別割）

Q

Q

☆軽自動車税（ 種別割）の税額が急に上がっ たのは？

☆新車を購入し た場合の軽自動車税（ 種別割） はいく ら ？

　 令和６ 年度軽自動車税（ 種別割） の納税通知書が届き まし た。 昨年度の税額は7,200円でし

たが、 今年度の税額は12 ,900円でし た。 なぜ急に税額が上がっ たのでし ょ う か。

　 なお、 軽自動車（ ４ 輪の乗用自家用軽自動車） は平成22年６ 月頃から 所有し ています。

　 次の軽自動車を令和５ 年６ 月に新車で購入し た場合、 軽自動車税（ 種別割） はいく ら になるのか

教えてく ださ い。

A 　 あなたが所有する軽自動車は、 初めて車両番号の指定を 受けてから 13年を経過（ 自動車検査

証の「 初度検査年月」 に「 平成22年６ 月」 と 記載） し たこ と から 、 環境負荷の大き い車両に対

する特例措置の対象と なっ たため、 令和６ 年度から 税額を変更し ています。

　 なお、 納税通知書にも その旨を記載し 、 個別にお知ら せし ていますのでご確認く ださ い。
図1

A 　 上記の車両に係る軽自動車税（ 種別割）の税額は次のよう になります。

●令和６ 年度･･････3 ,500円（ 40ページ表２ 参照）

　 　 初度検査年月が平成27年４ 月以後で一定の燃費性能などを満たし 、 環境負荷の小さい車両に

対する特例措置（ 軽課）の対象ですので、 令和６ 年度の税額は、 3,500円となります。

●令和７ 年度～令和18年度･･････6 ,900円（ 40ページ表１ 参照）

　 　 令和７ 年度から令和18年度の税額は、 6,900円となります。

●令和19年度以後･･････8 ,200円（ 40ページ表１ 参照）

　 　 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過し たこと から、 環境負荷の大きい車両に対す

る特例措置（ 重課）の対象となり 、 令和19年度以後の税額は、 8 ,200円となります。

４ 輪の乗用営業用軽自動車（ ガソ リ ン車）

　 　 初度検査年月　「 令和５ 年６ 月」

　 　 排出ガス基準　 平成17年排出ガス基準75％低減達成車

　 　 燃 費 性 能　 令和12年度燃費基準90％達成かつ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 令和２ 年度燃費基準達成車

番号　○○○○

見本

自 動 車 検 査 証
受　付　年　月　日

　平成
　　２２年　６月１５日

原動機の型式

  軽自動車検査協会

１４５ｃｍ３３８ｃｍ
類別区分番号

高　さ

１５２ｃｍ

自家用・事業用の別用　　途

乗用

前軸重

車　体　の　形　状

　箱型
長　さ 幅

型式指定番号

自動車の種別

軽自動車
車両重量

７３０　Ｋｇ
総排気量又は定格出力

自家用
車　両　総　重　量

９５０　Ｋｇ
後軸重

　　平成
　　　　２２年６月

初度検査年月

－　Ｋｇ

車　　台　　番　　号 乗車定員

ＸＹＺ－１２３４５６７ ４　人

最大積載量

型　　　　式 燃料の種類

車　　両　　番　　号

川崎　５０　あ　○○○○

車　　　　名

「 初度検査年月」 は、 自動車検査証の

こ の箇所を ご確認く ださ い。


